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 (別紙) 

  

高額療養費の自己負担引上げの撤回を求める意見書 

 

 高額療養費制度は、治療が長期にわたる患者の方々などにとって命綱であり、制度の

拡充を目指すべきである。しかし、政府は高額療養費制度を見直し、2025年８月から３

回に分けて、自己負担の上限額を引き上げることを決定した。 

今回の引上げは、低所得者はもとより、治療が長期にわたる患者やその家族に甚大な

影響を及ぼす。がんや難病の患者など、制度を利用する当事者の方々から、治療が受け

られなくなる、生活が成り立たなくなる、生死に直結する治療の継続を断念しなければ

ならなくなる、といった悲痛な声が数多く上がっている。 

また、今回の引上げは、命に関わる問題であるにもかかわらず、当事者の意見を聴か

ず、短期間で拙速に決定されたものであり、プロセスも不適切であった。高額療養費制

度を見直す際には、制度を利用している方々の生活実態の調査の実施、当事者や患者団

体等の意見の事前聴取という適正な手続きを経るべきである。 

政府は引上げの内容を修正し、直近 12か月の間に３回以上、制度を利用した人は４回

目から負担が軽減される「多数回該当」の場合、４回目以降の負担額は引き上げず、現

行のまま据え置くと表明した。しかし、高額療養費の該当者のうち、「多数回該当」に相

当する人は約２割に過ぎず、全く不十分である。 

また、現在、既に税と社会保険料を合わせた国民負担率が 50％に近い水準まで上昇し

可処分所得が減り、賃上げが物価上昇に及ばず、実質所得が３年連続マイナスとなるな

かで、高額療養費の自己負担額を引き上げること自体が、生死に直結する治療を必要と

する国民に、治療中止を強いるものであり、著しく不適切である。 

よって、政府に対し、当事者の方々の命と暮らしを守るため、高額療養費の自己負担

引上げを撤回することを強く求める。 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により、意見書を提出する。 

                           

令和７年 月 日 
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